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魅力を伝えるイベントを企画，運営できる人材を

「プロデューサ」と位置づけて，それらの人材育

成を行う講座を企画し，実施した。ここでのプロ

デューサは，先に述べた科学文化形成ユニットの

ような広い意味ではなく，その中では「サイエン

スカフェなど地域活動の担い手」に相当する（縣

2012b）。 

 

表２に受講者数を示す。レポータコースは記事

作成クラスを下野新聞社と，映像制作クラスをと

ちぎテレビと連携して実施し，各クラスの優秀作

品を新聞に掲載したり，テレビで放映した。プロ

デューサコースの受講者は参加機関の開催するイ

ベントにブース出展したり，サイエンスらいおん

カフェを開催したり，自身のイベントを開催した。 

こうした受講生の一部には，修了後もサイエン

スらいおんの活動に深く関わっていただいている。

今後とも，地域の科学コミュニケーション活動を

支える人材として活躍することを期待している。 

 

(5) ネットワーク構築活動 

 以上のような科学コミュニケーション活動を実

施し，参加機関ネットワークを拡大・運営するた

めに，年に４回の運営委員会と２回の参加機関連

絡会議を開催してきた。平成26年度は，運営委員

会などの後に，グループ討議形式で科学コミュニ

ケーションの活性化について議論を行う機会を設

けた。また，シンポジウムや実践講座のリフレク

ションカフェにおいてもグループ討議を行ってき

た。これらにより，関係者の距離感が縮まり，参

加機関の連携が深まったと感じている。 

 

５ おわりに 
 

 本稿では，科学コミュニケーション活動の重要

性，国や地域での取組を述べ，「とちぎサイエンス

らいおんプロジェクト」の活動を紹介した。ＪＳ

Ｔからの支援終了後も，「とちぎサイエンスらいお

ん」として活動を続ける予定である。 

 科学コミュニケーションの活性化に向けて，国

レベルでのさまざまな取組，地方自治体レベルで

のいくつかの取組が始まっている。しかし，トラ

ンスサイエンスの問題を多様な市民を含めて検討

できる社会を実現するために，科学を文化として

普及するという意味では，まだまだゴールは遠い。

科学技術の急速な進歩に比べて，科学が社会の中

に文化として根づく速度はきわめて遅く，危うい

社会に向かいつつある。 

 このような現状をふまえて，宇都宮市において

科学コミュニケーションへの取組の検討をぜひ進

めていただきたい。 
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図３ サイエンスコミュニケータの位置づけ 
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表２ サイエンスらいおん実践講座修了者数 
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記事作成 映像制作
平成24年度 7名 12名 19名
平成25年度 4名 7名 3名 14名
平成26年度 5名 16名 3名 24名
合計 16名 35名 6名 57名

年度
レポータコース

合計
プロデューサ
コース
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１ はじめに 
 

(1) 研究の目的 

地方分権が叫ばれて以来，地方自治体の政策形

成能力の向上は重要視されている。政策形成能力

と一言でいわれるが，その能力は，調査・分析能

力，立案能力，調整能力など，さまざまな能力の

有機的な連携の基で発揮される複雑なものである

（佐々木 1998）。本研究は，この政策形成能力の

うち調査・分析力に着眼する。 

政策形成と調査・分析の関係は，伊藤（2011）

が提起する「政策リサーチ」の考え方が注目され

る。その定義は「政策案を策定するための基礎と

なる知識を生み出す営み」とされ，本研究が対象

とする調査・分析力の定義も，この定義の「営み」

を「力」に置き換えることで説明できる。 

他方で，政策に対する市民の期待は多様化して

おり，政策の形成においては的確に市民意識やニ

ーズを把握し，そこから政策形成の基礎となる知

識を生み出すことが重要となっている。 

そこで本研究では，「調査・分析力」のうち，

市民意識の把握に有用な社会調査に着目し，本市

の活用実態把握と庁内課題の検討をふまえて，政

策形成に活用できる社会調査のあり方を提言する。 

 

(2) 研究体制 

本研究は，社会調査に詳しい福島大学人文社会

学群行政政策学類の今西一男准教授と共同で行っ

た。また，表１の職員で構成するワーキンググル

ープを設置した。ワーキング会議は８回開催し，

庁内課題の共有，庁内調査，中核市調査票調査1・

事例調査，埼玉大学社会調査研究センターへのヒ

アリング調査を行った。なお，本稿は今西准教授

(２・７章)と清地(その他の章)が分担執筆した。 

 

２ 社会調査の定義と種類 
 

(1) 社会調査の定義 

現代社会において社会調査は幅広い主体によ

って実施されているが，何をもって「社会調査」

とするかという社会的了解は乏しい。端的には調

査票の配布・回収といった調査方法や行為自体が，

社会調査として受け止められているようにみえる。 

しかし，社会調査とは目的・対象・方法を自覚

的に関連づけ，問題意識を出発点として，対象と

する社会への認識を獲得する過程そのものである。

もちろん，社会調査を何らかの説明の根拠とする

ために，一連の過程自体にも説明がつく，自明の

ものでなければならない。そこで，本稿では特に

自治体の政策形成の現場を意識し，社会調査を「あ

る社会（特に政策形成の現場）を対象とし，明確

な問題意識に基づいてデータの収集・分析を行い，

その記述から公表までを行う一連の過程（思考方

法・技術）」と定義して，検討する。 

 

(2) 社会調査の類型と特性 

社会調査は目的・対象によって規定されるため，

一律の方法を描きにくい。しかし，その類型化に

                          
1 本市を除く中核市42市に対するメールによる調査票調査（以下

「中核市調査」という）で，平成26 年９月10 日に調査票を送付

し， 37市より回答があった。調査内容は調査設計など26項目。 

〈１〉政策形成における社会調査の 
活用に関する調査研究 

    －調査票調査を中心に－ 
社会調査の活用に関する調査研究ワーキンググループ

市政研究センター 主任主事 清地 良太 
所　属　・　職　名 氏　　名

　福島大学行政政策学類　准教授 今西　　一男
　政策審議室　係長 馬場　　将広
　政策審議室　主任主事 鱒渕　　智也
　情報政策課　主任 山本　　泰宏
　広報広聴課　総括主査 平山　　寛徳
　市政研究センター　主任主事 清地　　良太
　市政研究センター　研究員 坂本　　文子

表１ ワーキンググループのメンバー 
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あわせた方法の定型化が長年にわたって積み重ね

られてきた。現在，そうしてまとめられた社会調

査の「教科書」の類は枚挙にいとまがなく，その

実施をより身近なものとしてきた。 

確かに，適切な社会調査の普及という観点に立

てば方法の定型化は好ましい。しかし，対象とす

る社会への認識という本質の軽視，平たくいえば

社会調査のハウツー化が懸念される。特に，その

入口にある社会調査の類型化，すなわちデータか

らみて「量」的調査なのか「質」的調査なのかと

いう二分法の認識は，社会調査への理解を簡便に

するようにみえて，実は両者が複合する可能性を

閉ざしてきた。社会調査の歴史をみても，両者の

「優劣論争」が続いてきた。 

しかし，対象とする社会への認識を得る過程とし

て社会調査を位置づけるとき，重要なことは量的調

査と質的調査のいずれかの選択ではない。両者の優

劣という発想の解体を論じた佐藤（2011）は，デー

タが量的であるか質的であるかではなく，「データ

の質」そのものの把握という発想を提起した。すな

わち，「データの日常生活的・社会関係的位相の反

省的把握」という，データ批判の発想である。 

この二分法を超えた発想を目指すことにより，

自治体における社会調査のあり方も従来とは異な

ってみえてくる。政策科学における社会調査につ

いて考察した中筋（2003）は，サーベイ型調査（標

準化調査）とフィールドワーク型調査（事例的調

査）という従来の社会調査の類型を整理したうえ

で，両者の「戦略的重層化」を提起した。その意

図は，社会学的社会調査が持つ対話的形式への期

待にある。特に政策形成の現場では，政策に関す

る直接のステークホルダーではない人々をも，社

会調査によって対話的に関与させることが期待さ

れる。「量」，「質」の優劣を超えて，調査者と対象

者との対話的形式から得られる「データの質」の

把握に意味を見出す視点である。 

この「戦略的重層化」に基づく「データの質」

を基軸に目的・対象を捉えれば，図１のように自

治体における社会調査の類型と特性は示される。 

政策形成における社会調査の活用にあたり，目

的・対象に応じて図１に示す類型と特性をふまえ

ることで，その方法の選択への示唆を得られる。

調査者と対象者との関係性，使用する媒体，配布・

回収という視点からみた方法と図１とを組み合わ

せれば，右象限（量的調査）の側には紙面やイン

ターネットにより対象者が回答する自記式の「調

査票調査」，面接や電話により調査者が対象者の回

答を記入する他記式の「指示面接法」等が位置づ

けられる。一方，左象限（質的調査）の側には調

査者と対象者の対話の意味を解釈する「聞き取り

調査」，調査者の視点に基づき対象者の行為を理解

する「観察法」等が位置づけられる。 

 

(3) 政策形成における社会調査の一連の過程 

社会調査の方法を一律に描きづらいというこ

とは，その過程の定型化が困難であることも意味

する。社会調査の「教科書」をみれば，設計→実

施→分析→公表という一連の過程が順序立てて説

明されている。だが自治体の現場では，政策形成

が主として，社会調査が従としてあり，「教科書」

のような定型化された順序どおりにはならない。 

しかも政策形成の循環は一様ではない。あらゆ

る場面に問題発見，将来予測，効果分析といった

政策形成の契機と，それを引き出す社会調査の機

会が織り込まれている。図２にはそうした政策形

成の循環と社会調査の関連を一般的に示した。 

質的調査 

有効性：体験
的理解によ
る社会的事
実への接近
課 題：定型
的・反復的
な方法確立
の困難 

有効性：多数の側面（全体像）への接近 
課 題：個別の社会的事実への接近の困難 

全体性 
量的調査

有効性：数量
化による経
験的な客観
性の確保 
課 題：全体
関係の把握
など数量化
の限界 

全体を対象とする 

質的調査（悉皆調査） 

例：集落調査 

全体を対象とする 

量的調査（悉皆調査）

例：国勢調査 

部分を対象とする 

質的調査（事例調査） 

例：生活調査 

部分を対象とする 

量的調査（標本調査）

例：市民意識調査 

部分性 

有効性：少数の側面を抽出して全体像を推定 
課 題：標本としての代表性の確保 

図１ 自治体における社会調査の類型と特性 
著者作成 
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図２ 政策形成の循環と社会調査の関連 

 

この関連からいえることは，社会調査を「教科

書」どおりの順序で実施することではなく，むし

ろ，どの過程で有効に用いるのかという設計の自

覚の必要性である。目的・対象に応じて柔軟に実

施するべき社会調査だが，その設計の意味は大き

い。なぜなら，設計の内容が実施，分析，公表の

それぞれを規定しているからである。 

特に，社会調査の設計では，問題意識の明確化

が重要な意味を持つ。実施以前に問題意識を図式

化することにより，観察や記述にふさわしい対象，

実施のための方法を選定することが可能になる。 

 

３ 庁内課題の把握と検討課題の設定 
 

前章のように，政策形成における社会調査の活

用にあたっては，社会調査に関する「教科書」的

な知識を理解したうえで，それらを柔軟に運用し，

政策形成の現場にあった調査を設計すること，即

ち，本市において直面する具体的な課題を検討し

ながら，その過程で得られる知見を蓄積していく

ことが重要といえる。 

このような課題意識からワーキングメンバー

が日常業務で抱える課題を共有し，本研究の検討

課題とした。また，社会調査の手法は多様である

が，ワーキング会議では代表事例である調査票調

査に限定して以下４点を検討することとした。 

検討課題の１点目は，本市が実施する調査票調

査の実態の把握である。本市では，目的や特徴が

異なる調査票調査が多く実施されているが，集約

されることがなかった。そこで，基礎作業として

実態把握を行う。 

２点目は，調査票調査の規模と回収率に関する

課題である。メンバーからは調査業務の負担感や

費用対効果を疑問視する意見があげられた。政策

形成において調査は，基礎的な知識を得る手段で

あり，できるだけ「コンパクトに」と思う職員の

意識は当然である。このため，調査の規模の決定

方法と課題を整理する必要がある。回収率につい

ては，メンバーから調査の信頼性を不安視する声

があげられた。本市における回収率の現状を把握

し，その問題点と対策を検討する。 

３点目は，データの質に関わる調査票設計につ

いての課題である。ここでは，具体例を１つ取り

上げ，その問題点と改善案を提示する。 

４点目は，調査結果の管理方法と２次利用に関

する課題である。現在オープンデータの取扱いは

本市においても課題となっている。データ管理の

現状と２次利用に関する論点を整理する。 

次章以降，以上４つの課題について，順次検討

経過等を記載する。 

 

４ 本市の調査票調査の現状 
 

本市で実施された調査票調査の実態を把握す

るため，庁内調査を実施した。調査は，庁内の全

課・室を対象に行い，平成24年４月１日から平成

26 年９月 30 日までの期間（２年６か月）に実施

した調査票調査に関する回答を求めた。 

この調査の結果，２年６か月の間に 23 課室が

【政策形成の循環】  【社会調査の実施事例】 
政策課題研究活動 

 政策課題に関する知識・情報の獲
得・整理と問題意識の確認（政策課
題の具体化） 

→ 
← 

・いわゆる市民意識調査による薄く
広い問題発見 

・政策課題の関係者に対する聞き取
り調査による問題発見 

↓↑   
政策分析活動 

 統計的手法による量的分析と専門
的な分析視角による質的分析 

→ 
← 

・国勢調査等，既存統計の収集およ
び分析 

・識者を招いての意見聴取 
↓↑   

政策形成活動 
 分析結果に基づく政策立案と計画
策定（高次展開のための量的・質的
分析の加味） 

→ 
← 

・仮説検証型の調査票調査による政
策課題の検証 

・いわゆる社会実験による政策課題
の検証 

↓↑   
政策決定活動 

 実務レベル・管理レベル・組織レ
ベルでの政策決定（判断基準の提示） 

→ 
← 

・ステークホルダーを対象とした意
向聴取の実施 

・庁内における討議と意向聴取 
↓↑   

政策提言活動 
 政策自体，そして政策決定に至る
プロセスの公表 

→ 
← 

・広報紙やインターネットを通じた
不特定多数からのニーズ把握 

・住民説明会等によるニーズ把握 
↓↑   

政策評価活動 
 政策の独自性・実現可能性・課題
解決への貢献度の評価 

→ 
← 

・いわゆる市民意識調査による政策
評価の実施 

・政策実施個所での観察 

著者作成 
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あわせた方法の定型化が長年にわたって積み重ね

られてきた。現在，そうしてまとめられた社会調

査の「教科書」の類は枚挙にいとまがなく，その

実施をより身近なものとしてきた。 

確かに，適切な社会調査の普及という観点に立

てば方法の定型化は好ましい。しかし，対象とす

る社会への認識という本質の軽視，平たくいえば

社会調査のハウツー化が懸念される。特に，その

入口にある社会調査の類型化，すなわちデータか

らみて「量」的調査なのか「質」的調査なのかと

いう二分法の認識は，社会調査への理解を簡便に

するようにみえて，実は両者が複合する可能性を

閉ざしてきた。社会調査の歴史をみても，両者の

「優劣論争」が続いてきた。 

しかし，対象とする社会への認識を得る過程とし

て社会調査を位置づけるとき，重要なことは量的調

査と質的調査のいずれかの選択ではない。両者の優

劣という発想の解体を論じた佐藤（2011）は，デー

タが量的であるか質的であるかではなく，「データ

の質」そのものの把握という発想を提起した。すな

わち，「データの日常生活的・社会関係的位相の反

省的把握」という，データ批判の発想である。 

この二分法を超えた発想を目指すことにより，

自治体における社会調査のあり方も従来とは異な

ってみえてくる。政策科学における社会調査につ

いて考察した中筋（2003）は，サーベイ型調査（標

準化調査）とフィールドワーク型調査（事例的調

査）という従来の社会調査の類型を整理したうえ

で，両者の「戦略的重層化」を提起した。その意

図は，社会学的社会調査が持つ対話的形式への期

待にある。特に政策形成の現場では，政策に関す

る直接のステークホルダーではない人々をも，社

会調査によって対話的に関与させることが期待さ

れる。「量」，「質」の優劣を超えて，調査者と対象

者との対話的形式から得られる「データの質」の

把握に意味を見出す視点である。 

この「戦略的重層化」に基づく「データの質」

を基軸に目的・対象を捉えれば，図１のように自

治体における社会調査の類型と特性は示される。 

政策形成における社会調査の活用にあたり，目

的・対象に応じて図１に示す類型と特性をふまえ

ることで，その方法の選択への示唆を得られる。

調査者と対象者との関係性，使用する媒体，配布・

回収という視点からみた方法と図１とを組み合わ

せれば，右象限（量的調査）の側には紙面やイン

ターネットにより対象者が回答する自記式の「調

査票調査」，面接や電話により調査者が対象者の回

答を記入する他記式の「指示面接法」等が位置づ

けられる。一方，左象限（質的調査）の側には調

査者と対象者の対話の意味を解釈する「聞き取り

調査」，調査者の視点に基づき対象者の行為を理解

する「観察法」等が位置づけられる。 

 

(3) 政策形成における社会調査の一連の過程 

社会調査の方法を一律に描きづらいというこ

とは，その過程の定型化が困難であることも意味

する。社会調査の「教科書」をみれば，設計→実

施→分析→公表という一連の過程が順序立てて説

明されている。だが自治体の現場では，政策形成

が主として，社会調査が従としてあり，「教科書」

のような定型化された順序どおりにはならない。 

しかも政策形成の循環は一様ではない。あらゆ

る場面に問題発見，将来予測，効果分析といった

政策形成の契機と，それを引き出す社会調査の機

会が織り込まれている。図２にはそうした政策形

成の循環と社会調査の関連を一般的に示した。 

質的調査 

有効性：体験
的理解によ
る社会的事
実への接近
課 題：定型
的・反復的
な方法確立
の困難 

有効性：多数の側面（全体像）への接近 
課 題：個別の社会的事実への接近の困難 

全体性 
量的調査

有効性：数量
化による経
験的な客観
性の確保 
課 題：全体
関係の把握
など数量化
の限界 

全体を対象とする 

質的調査（悉皆調査） 

例：集落調査 

全体を対象とする 

量的調査（悉皆調査）

例：国勢調査 

部分を対象とする 

質的調査（事例調査） 

例：生活調査 

部分を対象とする 

量的調査（標本調査）

例：市民意識調査 

部分性 

有効性：少数の側面を抽出して全体像を推定 
課 題：標本としての代表性の確保 

図１ 自治体における社会調査の類型と特性 
著者作成 
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図２ 政策形成の循環と社会調査の関連 

 

この関連からいえることは，社会調査を「教科

書」どおりの順序で実施することではなく，むし

ろ，どの過程で有効に用いるのかという設計の自

覚の必要性である。目的・対象に応じて柔軟に実

施するべき社会調査だが，その設計の意味は大き

い。なぜなら，設計の内容が実施，分析，公表の

それぞれを規定しているからである。 

特に，社会調査の設計では，問題意識の明確化

が重要な意味を持つ。実施以前に問題意識を図式

化することにより，観察や記述にふさわしい対象，

実施のための方法を選定することが可能になる。 

 

３ 庁内課題の把握と検討課題の設定 
 

前章のように，政策形成における社会調査の活

用にあたっては，社会調査に関する「教科書」的

な知識を理解したうえで，それらを柔軟に運用し，

政策形成の現場にあった調査を設計すること，即

ち，本市において直面する具体的な課題を検討し

ながら，その過程で得られる知見を蓄積していく

ことが重要といえる。 

このような課題意識からワーキングメンバー

が日常業務で抱える課題を共有し，本研究の検討

課題とした。また，社会調査の手法は多様である

が，ワーキング会議では代表事例である調査票調

査に限定して以下４点を検討することとした。 

検討課題の１点目は，本市が実施する調査票調

査の実態の把握である。本市では，目的や特徴が

異なる調査票調査が多く実施されているが，集約

されることがなかった。そこで，基礎作業として

実態把握を行う。 

２点目は，調査票調査の規模と回収率に関する

課題である。メンバーからは調査業務の負担感や

費用対効果を疑問視する意見があげられた。政策

形成において調査は，基礎的な知識を得る手段で

あり，できるだけ「コンパクトに」と思う職員の

意識は当然である。このため，調査の規模の決定

方法と課題を整理する必要がある。回収率につい

ては，メンバーから調査の信頼性を不安視する声

があげられた。本市における回収率の現状を把握

し，その問題点と対策を検討する。 

３点目は，データの質に関わる調査票設計につ

いての課題である。ここでは，具体例を１つ取り

上げ，その問題点と改善案を提示する。 

４点目は，調査結果の管理方法と２次利用に関

する課題である。現在オープンデータの取扱いは

本市においても課題となっている。データ管理の

現状と２次利用に関する論点を整理する。 

次章以降，以上４つの課題について，順次検討

経過等を記載する。 

 

４ 本市の調査票調査の現状 
 

本市で実施された調査票調査の実態を把握す

るため，庁内調査を実施した。調査は，庁内の全

課・室を対象に行い，平成24年４月１日から平成

26 年９月 30 日までの期間（２年６か月）に実施

した調査票調査に関する回答を求めた。 

この調査の結果，２年６か月の間に 23 課室が

【政策形成の循環】  【社会調査の実施事例】 
政策課題研究活動 

 政策課題に関する知識・情報の獲
得・整理と問題意識の確認（政策課
題の具体化） 

→ 
← 

・いわゆる市民意識調査による薄く
広い問題発見 

・政策課題の関係者に対する聞き取
り調査による問題発見 

↓↑   
政策分析活動 

 統計的手法による量的分析と専門
的な分析視角による質的分析 

→ 
← 

・国勢調査等，既存統計の収集およ
び分析 

・識者を招いての意見聴取 
↓↑   

政策形成活動 
 分析結果に基づく政策立案と計画
策定（高次展開のための量的・質的
分析の加味） 

→ 
← 

・仮説検証型の調査票調査による政
策課題の検証 

・いわゆる社会実験による政策課題
の検証 

↓↑   
政策決定活動 

 実務レベル・管理レベル・組織レ
ベルでの政策決定（判断基準の提示） 

→ 
← 

・ステークホルダーを対象とした意
向聴取の実施 

・庁内における討議と意向聴取 
↓↑   

政策提言活動 
 政策自体，そして政策決定に至る
プロセスの公表 

→ 
← 

・広報紙やインターネットを通じた
不特定多数からのニーズ把握 

・住民説明会等によるニーズ把握 
↓↑   

政策評価活動 
 政策の独自性・実現可能性・課題
解決への貢献度の評価 

→ 
← 

・いわゆる市民意識調査による政策
評価の実施 

・政策実施個所での観察 

著者作成 
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グ

ル

ー

プ

母

集

団

の

規

模

把

握

調

査

種

別

母

集

団

の

属

　

　

性

調

査

方

法

分

類

名

称

事

例

数

代

表

例

代

表

例

の

補

足

説

明

Ａ a Ⅱ２ イ 目的別全数調査 17 自治会の活動に関するアンケート（みんなでまちづくり課） 単位自治会に対する調査

Ａ a Ⅱ２ ハ (対象限定的) 会場調査 13 早朝検診受診者アンケート（健康増進課） ―

Ａ b Ⅰ イ 全市民型標本調査 15 市政に関する世論調査（広報広聴課） ―

Ａ b Ⅱ１ イ 年齢別標本調査 5 食育に関する意識調査（健康増進課） 中・高校生に対する調査

Ａ b Ⅱ２ イ 目的別標本調査 8 外国人住民意識調査（国際交流プラザ） ―

③ Ａ b Ⅲ ロ インターネットモニター調査 2 宇都宮ブランド戦略進捗状況調査（広報広聴課） 県外居住者の認知度調査

Ｂ c Ⅲ イ・ロ 広報紙・公式ホームページ活用調査 10 広報紙政策特集に関するアンケート（広報広聴課） 広報紙折込の調査票調査

Ｂ c Ⅲ 二 窓口調査 7 おもてなし窓口アンケート（行政改革課） 窓口で調査票配布

Ｂ c Ⅲ ハ イベント調査・行事調査 16 フェスタｍｙ宇都宮来場者アンケート（みんなでまちづくり課） ―

― ― ― ― その他の類型 3 ― ―

【分類の基準】

　Ａ：母集団の規模（数）が把握できる調査，Ｂ：母集団の規模（数）が把握できない調査

　 a：全数調査（母集団のすべてを対象とする調査），b：標本調査（母集団から標本を抽出して行う調査），c：a・b以外の調査

　Ⅰ：全市民が母集団の調査，Ⅱ１：年齢によって市民を区分して母集団とする調査，Ⅱ２：目的によって市民を区分して母集団とする調査，Ⅲ：その他

　イ：郵送調査・調査員調査，ロ：インターネット調査，ハ：来場者調査・会場調査，二：窓口調査

①

②

④

96 件の調査票調査を実施していることが明らか

となった。単純に年で除すと，年間38.4件となる。 

調査票調査といってもその規模や調査手法等

は多岐にわたる。そこで，調査結果を母集団の属

性や調査方法等で分類すると，４グループ９種類

に分けることができる。分類方法の詳細および代

表事例，事例数については，表２にまとめた。 

まずグループ①は，目的別全数調査である。こ

れには，単位自治会や市内企業などのグループや

法人を対象としたものと，来場者が限定される会

場調査での全数調査が該当する。 

グループ②は，無作為抽出標本調査であり，全

市民型標本調査，年齢別標本調査，目的別標本調

査が該当する。この調査は母集団から無作為にサ

ンプル抽出する調査である。このうち，全市民対

象標本調査はいわゆる「世論調査」といわれるも

ので，全市民の意識やニーズを知る方法として用

いられており，年齢別標本調査・目的別標本調査

は，市民を年齢や目的別に限定して母集団とする

調査で，特定世代の詳細な意識把握や個別課題の

実態調査などに用いられている。 

グループ③は，無作為抽出でない標本調査であ

り，インターネットモニター調査が該当する。 

グループ④は，オープン型調査（母集団を把握

できない調査）で，広報紙・公式ホームページ活

用調査，窓口調査，イベントでの調査が該当する。

これらは，広報紙読者や来場者，窓口来訪者を対

象とする調査である。 

調査結果をみると，調査票調査を政策形成のさ

まざまな過程で活用していることがわかる。 

 

５ 調査規模と回収率に関する課題 
 

(1) 適切な調査規模 

調査の設計においては，調査目的に合わせて適

切に調査規模を設定することが重要である。異な

る目的で行われた調査の設計を無批判に模倣する

ことがないよう，調査規模を設計する考え方を知

る必要がある2。ここでは，前章の分類のうち，調

査規模の設計が最も複雑である無作為抽出標本調

査（グループ②）を取り上げて検討する。 

 調査の規模は，標本数，調査費用，調査人員等

を勘案して決定することが望ましい。標本調査の

標本数を決めるためには，まず，回収標本数の決

定が必要となる。回収標本数とは，「集めなければ

ならない標本数」であり，その数は統計学的な数

式に基づき母集団の数と標本誤差の幅を設定する

ことで算出できる。ここでは仮に母集団を全市民

                          
2 また，経年比較を目的とする調査では，調査の規模を意識して

引き継いでいかなくてはならない。各調査時点の都合で，調査規

模を変更してはいけないことを知るためにも，調査規模を決定す

るプロセスを知ることは重要である。 

表２ 本市が実施した調査票調査の分類と各類型の代表事例 
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とし，表３にその標本誤差の幅と回収標本数を示

した。標本誤差の幅とは，得られた調査結果に許

容できる誤差のことである。たとえば，標本誤差

の幅を５％とした場合，回収標本数は384人で十

分となるが，ある設問で得られた回答率が50％で

あるとき，全市民の（母集団）の回答率は45～55％

の間のどこかにあることまでしかわからないこと

になる。よって，調査結果を活用する際には，±

５％は誤差があることを考慮して分析や記述をし

なくてはならないことになる。表３に示したとお

り，誤差の幅が小さくなると回収標本数は増え，

誤差の幅が大きくなると回収標本は減少するが，

反比例ではない点に注意が必要である。 

このように，回収標本数の決定は，調査結果の

活用においてどの程度の誤差を許容できるのかを

見極め，無駄に作業量や調査費用を増やすことの

ないようにすることが求められる3。 

回収標本数が算出されると，次は設計標本数を

決定する。設計標本数は「実際に郵送する標本数」

であり，回収標本数に想定される回収率を勘案し

て決定される。 

 

(2) 調査費用の問題 

調査費用は調査手法によって規模が異なる。本

市で一般的な郵送調査で考えると，郵送費と封筒

などの費用が最低限必要であり，これらの費用は

                          
3 回収標本数の決定にあたっては，地域別の違いをどこまで把握

したいのか（行政区域である 16 地区単位が必要か，北東部・北

西部・中央・南部・東部の 5 地域単位程度の把握でよいかなど）

も大きな判断材料となる。詳細な地域別の分析が必要な場合は，

標本数は増加する。 

標本数に比例して増加する。調査に要する予算が

十分に確保できない場合もあるが，予算の範囲内

で実施すべき調査なのか，標本数を重視しそれに

あわせて予算を確保すべき調査なのか，調査の性

質を十分に吟味することが不可欠である。 

調査費用の面で見逃せない近年の動向として

は，回答者へボールペンや図書券などの謝礼を送

る調査が増加していることである。本市では謝礼

を送る調査は確認できなかったが，「中核市調査」

の結果をみると，37市中２市が謝礼を送る調査を

実施していた。謝礼の導入は，次節で検討する回

収率向上に資するが，調査費用を増大させるほか，

謝礼が当然と認識させてしまうなど，調査環境の

悪化につながるとの意見もある。精度と費用の折

り合いには組織的な検討が望まれる。 

 

(3) 回収率の現状と課題 

1) 回収率の現状 

前章で見た調査票調査の分類（表２）のうち，

全市民対象標本調査（15 件）の回収率をみると，

最高は52.5％，最低は29.6％であり，その内訳は

50％以上が４件，40％台が４件，30％台が６件，

20％台が1件となっている。上記のうちの50％以

上の回収率に該当する「市政に関する世論調査（広

報広聴課実施）」の過去５か年の回収率をみると，

平成 21 年度は 61.2％であったが，毎年回収率が

低下し，平成25年度には平成21年から比較して

約10％減の51.7％となっている（表４）。 

 

このような本市の回収率の現状において，危惧

すべき点は，回収率が下落傾向にある点である。

調査の信頼性を保つためにも，この傾向を食い止

める何らかの対応が求められる。 

母集団の規模

(例：全市民の人口)
誤差の幅

1.0% 9,430
2.0% 2,390
3.0% 1,065
4.0% 600
5.0% 384

回収標本数

危険率＝5％，母比率＝50％の場合

518,134
（平成27年２月１日現在）

宇都宮市『市政に関する世論調査結果報告書』から作成

年度 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25

回収率 61.2% 59.1% 55.4% 52.1% 51.7%

表４ 市政に関する世論調査の回収率の変遷 

表３ 標本誤差の幅と標本数 
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著者作成

グ

ル

ー

プ

母

集

団

の

規

模

把

握

調

査

種

別

母

集

団

の

属

　

　

性

調

査

方

法

分

類

名

称

事

例

数

代

表

例

代

表

例

の

補

足

説

明

Ａ a Ⅱ２ イ 目的別全数調査 17 自治会の活動に関するアンケート（みんなでまちづくり課） 単位自治会に対する調査

Ａ a Ⅱ２ ハ (対象限定的) 会場調査 13 早朝検診受診者アンケート（健康増進課） ―

Ａ b Ⅰ イ 全市民型標本調査 15 市政に関する世論調査（広報広聴課） ―

Ａ b Ⅱ１ イ 年齢別標本調査 5 食育に関する意識調査（健康増進課） 中・高校生に対する調査

Ａ b Ⅱ２ イ 目的別標本調査 8 外国人住民意識調査（国際交流プラザ） ―

③ Ａ b Ⅲ ロ インターネットモニター調査 2 宇都宮ブランド戦略進捗状況調査（広報広聴課） 県外居住者の認知度調査

Ｂ c Ⅲ イ・ロ 広報紙・公式ホームページ活用調査 10 広報紙政策特集に関するアンケート（広報広聴課） 広報紙折込の調査票調査

Ｂ c Ⅲ 二 窓口調査 7 おもてなし窓口アンケート（行政改革課） 窓口で調査票配布

Ｂ c Ⅲ ハ イベント調査・行事調査 16 フェスタｍｙ宇都宮来場者アンケート（みんなでまちづくり課） ―

― ― ― ― その他の類型 3 ― ―

【分類の基準】

　Ａ：母集団の規模（数）が把握できる調査，Ｂ：母集団の規模（数）が把握できない調査

　 a：全数調査（母集団のすべてを対象とする調査），b：標本調査（母集団から標本を抽出して行う調査），c：a・b以外の調査

　Ⅰ：全市民が母集団の調査，Ⅱ１：年齢によって市民を区分して母集団とする調査，Ⅱ２：目的によって市民を区分して母集団とする調査，Ⅲ：その他

　イ：郵送調査・調査員調査，ロ：インターネット調査，ハ：来場者調査・会場調査，二：窓口調査

①

②

④

96 件の調査票調査を実施していることが明らか

となった。単純に年で除すと，年間38.4件となる。 

調査票調査といってもその規模や調査手法等

は多岐にわたる。そこで，調査結果を母集団の属

性や調査方法等で分類すると，４グループ９種類

に分けることができる。分類方法の詳細および代

表事例，事例数については，表２にまとめた。 

まずグループ①は，目的別全数調査である。こ

れには，単位自治会や市内企業などのグループや

法人を対象としたものと，来場者が限定される会

場調査での全数調査が該当する。 

グループ②は，無作為抽出標本調査であり，全

市民型標本調査，年齢別標本調査，目的別標本調

査が該当する。この調査は母集団から無作為にサ

ンプル抽出する調査である。このうち，全市民対

象標本調査はいわゆる「世論調査」といわれるも

ので，全市民の意識やニーズを知る方法として用

いられており，年齢別標本調査・目的別標本調査

は，市民を年齢や目的別に限定して母集団とする

調査で，特定世代の詳細な意識把握や個別課題の

実態調査などに用いられている。 

グループ③は，無作為抽出でない標本調査であ

り，インターネットモニター調査が該当する。 

グループ④は，オープン型調査（母集団を把握

できない調査）で，広報紙・公式ホームページ活

用調査，窓口調査，イベントでの調査が該当する。

これらは，広報紙読者や来場者，窓口来訪者を対

象とする調査である。 

調査結果をみると，調査票調査を政策形成のさ

まざまな過程で活用していることがわかる。 

 

５ 調査規模と回収率に関する課題 
 

(1) 適切な調査規模 

調査の設計においては，調査目的に合わせて適

切に調査規模を設定することが重要である。異な

る目的で行われた調査の設計を無批判に模倣する

ことがないよう，調査規模を設計する考え方を知

る必要がある2。ここでは，前章の分類のうち，調

査規模の設計が最も複雑である無作為抽出標本調

査（グループ②）を取り上げて検討する。 

 調査の規模は，標本数，調査費用，調査人員等

を勘案して決定することが望ましい。標本調査の

標本数を決めるためには，まず，回収標本数の決

定が必要となる。回収標本数とは，「集めなければ

ならない標本数」であり，その数は統計学的な数

式に基づき母集団の数と標本誤差の幅を設定する

ことで算出できる。ここでは仮に母集団を全市民

                          
2 また，経年比較を目的とする調査では，調査の規模を意識して

引き継いでいかなくてはならない。各調査時点の都合で，調査規

模を変更してはいけないことを知るためにも，調査規模を決定す

るプロセスを知ることは重要である。 

表２ 本市が実施した調査票調査の分類と各類型の代表事例 
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とし，表３にその標本誤差の幅と回収標本数を示

した。標本誤差の幅とは，得られた調査結果に許

容できる誤差のことである。たとえば，標本誤差

の幅を５％とした場合，回収標本数は384人で十

分となるが，ある設問で得られた回答率が50％で

あるとき，全市民の（母集団）の回答率は45～55％

の間のどこかにあることまでしかわからないこと

になる。よって，調査結果を活用する際には，±

５％は誤差があることを考慮して分析や記述をし

なくてはならないことになる。表３に示したとお

り，誤差の幅が小さくなると回収標本数は増え，

誤差の幅が大きくなると回収標本は減少するが，

反比例ではない点に注意が必要である。 

このように，回収標本数の決定は，調査結果の

活用においてどの程度の誤差を許容できるのかを

見極め，無駄に作業量や調査費用を増やすことの

ないようにすることが求められる3。 

回収標本数が算出されると，次は設計標本数を

決定する。設計標本数は「実際に郵送する標本数」

であり，回収標本数に想定される回収率を勘案し

て決定される。 

 

(2) 調査費用の問題 

調査費用は調査手法によって規模が異なる。本

市で一般的な郵送調査で考えると，郵送費と封筒

などの費用が最低限必要であり，これらの費用は

                          
3 回収標本数の決定にあたっては，地域別の違いをどこまで把握

したいのか（行政区域である 16 地区単位が必要か，北東部・北

西部・中央・南部・東部の 5 地域単位程度の把握でよいかなど）

も大きな判断材料となる。詳細な地域別の分析が必要な場合は，

標本数は増加する。 

標本数に比例して増加する。調査に要する予算が

十分に確保できない場合もあるが，予算の範囲内

で実施すべき調査なのか，標本数を重視しそれに

あわせて予算を確保すべき調査なのか，調査の性

質を十分に吟味することが不可欠である。 

調査費用の面で見逃せない近年の動向として

は，回答者へボールペンや図書券などの謝礼を送

る調査が増加していることである。本市では謝礼

を送る調査は確認できなかったが，「中核市調査」

の結果をみると，37市中２市が謝礼を送る調査を

実施していた。謝礼の導入は，次節で検討する回

収率向上に資するが，調査費用を増大させるほか，

謝礼が当然と認識させてしまうなど，調査環境の

悪化につながるとの意見もある。精度と費用の折

り合いには組織的な検討が望まれる。 

 

(3) 回収率の現状と課題 

1) 回収率の現状 

前章で見た調査票調査の分類（表２）のうち，

全市民対象標本調査（15 件）の回収率をみると，

最高は52.5％，最低は29.6％であり，その内訳は

50％以上が４件，40％台が４件，30％台が６件，

20％台が1件となっている。上記のうちの50％以

上の回収率に該当する「市政に関する世論調査（広

報広聴課実施）」の過去５か年の回収率をみると，

平成 21 年度は 61.2％であったが，毎年回収率が

低下し，平成25年度には平成21年から比較して

約10％減の51.7％となっている（表４）。 

 

このような本市の回収率の現状において，危惧

すべき点は，回収率が下落傾向にある点である。

調査の信頼性を保つためにも，この傾向を食い止

める何らかの対応が求められる。 

母集団の規模

(例：全市民の人口)
誤差の幅

1.0% 9,430
2.0% 2,390
3.0% 1,065
4.0% 600
5.0% 384

回収標本数

危険率＝5％，母比率＝50％の場合

518,134
（平成27年２月１日現在）

宇都宮市『市政に関する世論調査結果報告書』から作成

年度 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25

回収率 61.2% 59.1% 55.4% 52.1% 51.7%

表４ 市政に関する世論調査の回収率の変遷 

表３ 標本誤差の幅と標本数 

著者作成 21



●市政研究センター研究報告 

6 

 

2) 低い回収率の何が問題か 

ここでは，回収率の低下が引き起こす問題を明

らかにする。その問題としては，標本誤差の問題

と標本の中身の問題の２点が考えられる。 

まず，標本誤差の問題をみると，設計標本数は

「実際に郵送する標本数」であり，回収標本数に

想定される回収率を勘案して決定されるので，見

込みよりも回収率が低い場合には，回収標本数を

満たせず，標本誤差を増大させることにつながる。 

次に，標本の中身に関する問題である。本市で

行われる標本調査は，性別・年齢・地域を考慮し

た無作為抽出法（層化抽出法）で行われるものが

多い。つまり，抽出された標本は，性別・年齢・

地域の割合が全市民におけるそれと類似するよう

抽出されている。これは，市民の意見を偏りなく

把握するための工夫であるが，回収率が低下する

と，標本の構成に歪みが生じやすくなる。 

 

(4) 回収率向上に向けた課題と対策 

ここでは，埼玉大学社会調査研究センター4への

ヒアリング調査の結果等を参考に，回収率向上に

向けた課題と対策を整理する。 

1) 整理番号を使った標本管理法の導入 

個人情報に関する意識の高まりなど近年の調

査環境の変化を鑑みると，調査票を送って返送を

待つのみという「待ち」の姿勢では，回収率の低

下を食い止めることは難しい。調査する側が「集

める」意識を高めなければならない。本市でも「督

促の葉書を調査対象すべてに送付する」工夫をし

ているが，回収率低下に歯止めがかかっていない。 

この現状を打開する第１歩として検討すべき

は，標本情報と調査票を関連づけて管理する手法

を導入することであり，具体的には，調査票に標

本情報と対応する整理番号を振ることである。 

                          
4 国立大学で初めて自治体や企業の依頼で社会調査を行った組

織であり，高回収率で信頼性の高い調査を実施している。 

本市では，調査の匿名性を担保することに重き

を置き，調査票と標本情報が突合しないように配

慮している。このため，督促も上記のように「調

査対象すべてに送付する」方式を採用せざるを得

ない現状にある。しかし，調査票に整理番号を明

示すると，標本情報を突合できるようになり，未

回収標本の把握とその標本へ絞り込んだ督促が可

能となる。なお，埼玉大学社会調査研究センター

では，未回収の標本に対して，１度目は葉書によ

る督促を，２度目は色を変えた調査票による督促

を行っている5。また，督促以外に，整理番号を調

査票の紛失への対応などにも活用している。一方

で，個人情報の観点からの苦情が寄せられること

も数件あるが，苦情対応の体制も整えている。 

本市が重要視する調査の匿名性も重要な観点

であるが，調査の信頼性を重視して，調査票に整

理番号を付すことを検討すべきであろう。 

2) インターネット調査の課題と可能性 

インターネット調査は近年急速に発達し，回収

率向上への寄与も期待される。現在，主流の調査

方法は，「クローズド型調査」6や「オープン型調

査」7であるが，これらは標本の代表性には問題が

残る。標本の代表性を確保できる調査手法として

は，ＷＥＢ上に調査票を準備して，紙の代替とす

る方法がある。この方法を採用するためには，同

一人物による複数回の回答を制限するためのパス

ワードによる調査票管理が必要となる。つまり，

形態は異なるが調査票に番号を振ることになり，

前で指摘した整理番号と同じ議論が必要となる。 

インターネット調査は技術的にはすでに利用

可能な水準にあるといえる。本市でも，調査の性

格によっては導入検討に値するであろう。 

                          
5 この他にも謝礼や調査票の工夫などを凝らし，郵送調査におい

て70％前後の回収率を実現されている。 
6 調査会社が募集するモニターに対して行う調査。 
7 新聞・雑誌購読者などを対象とした調査。 
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６ 調査票設計に関する事例検証 
 

本章では，調査票設計に着眼する。ここでは事

例として「宇都宮市の取組についての意識調査」

（以下「本市意識調査」という）を取り上げ，そ

の調査票の課題や改善案等を考察する。 

 

(1) 本市意識調査の目的と調査票の概要 

本市意識調査は平成 16 年度に開始された調査

で，年１度の周期で実施されている。この調査が

開始された契機は，平成16年度に全面運用の始ま

った行政評価制度の導入にあるものと考えられる。

平成 16 年度以降の本市意識調査の調査票を見返

していくと，１～２年程度の短い期間で設問が変

わっていることがわかる。この変化は，導入して

間もない行政評価制度自体の試行錯誤が，そこに

情報を提供する調査の設計にも現れていると捉え

ることができる。すなわち，調査目的が見直され

るごとに，それに付随する調査設計が変更されて

きたといえる。 

このように調査目的とともに試行錯誤が重ね

られた本市意識調査の現在の内容は，総合計画の

施策（84施策）ごとの重要度・満足度・改善度を

４段階（改善度は３段階）＋「わからない」の選

択肢で問うものとなっている。調査票の形式は図

３のとおりの「縦列形式質問」8で，質問は左から

重要度，満足度，改善度と並んでいる。この形式

は，平成25年度から採用しており，行政評価のう

ち，施策（84施策）評価に活用することを目的と

している。 

 

(2) 調査結果の現状 

表５は平成26年度調査の結果のうち，「わから

ない」と回答した人の割合ごとに，設問数を集計

                          
8 図３のように，同一選択肢で多数の質問に答えてもらう形式を

いう（大谷2002）。 

したものである。これをみると，重要度では，回

答者の20％未満が「わからない」と答えた設問が

72 問と最も多いのに対し，満足度は 40％台が 32

問と最も多く，改善度は 50％台が 36 問と最も多

い状況にある。このように，調査の結果をみると，

満足度・改善度の設問には多くの回答者が「わか

らない」と答えていることがわかる。 

第２章で述べたように，社会調査は対象者との

対話が重要視される。調査票調査では調査票を介

した対話となるが，回答者の大半が「わからない」

と答える現状は，良好な対話が成立しているとは

いい難い状況と考えられる。つまり，満足度・改

善度は，市民が意見を十分回答できていない可能

性が考えられる。この観点からすると，現在の調

査票は改善の余地があるといえよう。 

 

(3) 「わからない」が多くなる理由の検討 

「わからない」が多くなる可能性として，３つ

が考えられる。まず，調査票の形式に問題がある

可能性である。調査票は「縦列形式」で重要度・

満足度・改善度を右に向かって横１列の配する形

式であるが，「わからない」の割合は，右２つで高

く，右に行くにつれて増加する。このことから，

回答者は，１番左側の設問（重要度）以外は十分

平成26年度本市意識調査から作成

20%未満 20％台 30％台 40％台 50％台 60％台 70％台

重要度 72 12 0 0 0 0 0 84

満足度 4 9 17 32 18 4 0 84

改善度 0 1 5 22 36 19 1 84

「わからない」と答える人の割合 合計

(設問数)

表５ 「わからない」の割合ごとの設問数の集計 

市の取組

取組内容【例】 重要
やや
重要

あまり
重要で
ない

重要で
ない

わから
ない

満足
やや
満足

やや
不満

不満
わから
ない

良く
なった

変わら
ない

悪く
なった

わから
ない

防犯対策の充実

・犯罪発生情報等の提供，防犯講習会の開催
・地域における防犯パトロールや防犯灯の設置促進，
空き家対策　 など

交通安全対策の充実

・交通安全教育の推進
・カーブミラーなど交通安全施設の整備　など

5

【１】重要度 【２】現在の満足度 【３】改善度

1 2 3 45

1 2 3 4

4 5 1

3 4

1 2 3

1

2 3 4

5 12 23 4

№

1
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図３ 本市意識調査の調査票 

出典：平成26年度本市意識調査
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2) 低い回収率の何が問題か 

ここでは，回収率の低下が引き起こす問題を明

らかにする。その問題としては，標本誤差の問題

と標本の中身の問題の２点が考えられる。 

まず，標本誤差の問題をみると，設計標本数は

「実際に郵送する標本数」であり，回収標本数に

想定される回収率を勘案して決定されるので，見

込みよりも回収率が低い場合には，回収標本数を

満たせず，標本誤差を増大させることにつながる。 

次に，標本の中身に関する問題である。本市で

行われる標本調査は，性別・年齢・地域を考慮し

た無作為抽出法（層化抽出法）で行われるものが

多い。つまり，抽出された標本は，性別・年齢・

地域の割合が全市民におけるそれと類似するよう

抽出されている。これは，市民の意見を偏りなく

把握するための工夫であるが，回収率が低下する

と，標本の構成に歪みが生じやすくなる。 

 

(4) 回収率向上に向けた課題と対策 

ここでは，埼玉大学社会調査研究センター4への

ヒアリング調査の結果等を参考に，回収率向上に

向けた課題と対策を整理する。 

1) 整理番号を使った標本管理法の導入 

個人情報に関する意識の高まりなど近年の調

査環境の変化を鑑みると，調査票を送って返送を

待つのみという「待ち」の姿勢では，回収率の低

下を食い止めることは難しい。調査する側が「集

める」意識を高めなければならない。本市でも「督

促の葉書を調査対象すべてに送付する」工夫をし

ているが，回収率低下に歯止めがかかっていない。 

この現状を打開する第１歩として検討すべき

は，標本情報と調査票を関連づけて管理する手法

を導入することであり，具体的には，調査票に標

本情報と対応する整理番号を振ることである。 

                          
4 国立大学で初めて自治体や企業の依頼で社会調査を行った組

織であり，高回収率で信頼性の高い調査を実施している。 

本市では，調査の匿名性を担保することに重き

を置き，調査票と標本情報が突合しないように配

慮している。このため，督促も上記のように「調

査対象すべてに送付する」方式を採用せざるを得

ない現状にある。しかし，調査票に整理番号を明

示すると，標本情報を突合できるようになり，未

回収標本の把握とその標本へ絞り込んだ督促が可

能となる。なお，埼玉大学社会調査研究センター

では，未回収の標本に対して，１度目は葉書によ

る督促を，２度目は色を変えた調査票による督促

を行っている5。また，督促以外に，整理番号を調

査票の紛失への対応などにも活用している。一方

で，個人情報の観点からの苦情が寄せられること

も数件あるが，苦情対応の体制も整えている。 

本市が重要視する調査の匿名性も重要な観点

であるが，調査の信頼性を重視して，調査票に整

理番号を付すことを検討すべきであろう。 

2) インターネット調査の課題と可能性 

インターネット調査は近年急速に発達し，回収

率向上への寄与も期待される。現在，主流の調査

方法は，「クローズド型調査」6や「オープン型調

査」7であるが，これらは標本の代表性には問題が

残る。標本の代表性を確保できる調査手法として

は，ＷＥＢ上に調査票を準備して，紙の代替とす

る方法がある。この方法を採用するためには，同

一人物による複数回の回答を制限するためのパス

ワードによる調査票管理が必要となる。つまり，

形態は異なるが調査票に番号を振ることになり，

前で指摘した整理番号と同じ議論が必要となる。 

インターネット調査は技術的にはすでに利用

可能な水準にあるといえる。本市でも，調査の性

格によっては導入検討に値するであろう。 

                          
5 この他にも謝礼や調査票の工夫などを凝らし，郵送調査におい

て70％前後の回収率を実現されている。 
6 調査会社が募集するモニターに対して行う調査。 
7 新聞・雑誌購読者などを対象とした調査。 
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６ 調査票設計に関する事例検証 
 

本章では，調査票設計に着眼する。ここでは事

例として「宇都宮市の取組についての意識調査」

（以下「本市意識調査」という）を取り上げ，そ

の調査票の課題や改善案等を考察する。 

 

(1) 本市意識調査の目的と調査票の概要 

本市意識調査は平成 16 年度に開始された調査

で，年１度の周期で実施されている。この調査が

開始された契機は，平成16年度に全面運用の始ま

った行政評価制度の導入にあるものと考えられる。

平成 16 年度以降の本市意識調査の調査票を見返

していくと，１～２年程度の短い期間で設問が変

わっていることがわかる。この変化は，導入して

間もない行政評価制度自体の試行錯誤が，そこに

情報を提供する調査の設計にも現れていると捉え

ることができる。すなわち，調査目的が見直され

るごとに，それに付随する調査設計が変更されて

きたといえる。 

このように調査目的とともに試行錯誤が重ね

られた本市意識調査の現在の内容は，総合計画の

施策（84施策）ごとの重要度・満足度・改善度を

４段階（改善度は３段階）＋「わからない」の選

択肢で問うものとなっている。調査票の形式は図

３のとおりの「縦列形式質問」8で，質問は左から

重要度，満足度，改善度と並んでいる。この形式

は，平成25年度から採用しており，行政評価のう

ち，施策（84施策）評価に活用することを目的と

している。 

 

(2) 調査結果の現状 

表５は平成26年度調査の結果のうち，「わから

ない」と回答した人の割合ごとに，設問数を集計

                          
8 図３のように，同一選択肢で多数の質問に答えてもらう形式を

いう（大谷2002）。 

したものである。これをみると，重要度では，回

答者の20％未満が「わからない」と答えた設問が

72 問と最も多いのに対し，満足度は 40％台が 32

問と最も多く，改善度は 50％台が 36 問と最も多

い状況にある。このように，調査の結果をみると，

満足度・改善度の設問には多くの回答者が「わか

らない」と答えていることがわかる。 

第２章で述べたように，社会調査は対象者との

対話が重要視される。調査票調査では調査票を介

した対話となるが，回答者の大半が「わからない」

と答える現状は，良好な対話が成立しているとは

いい難い状況と考えられる。つまり，満足度・改

善度は，市民が意見を十分回答できていない可能

性が考えられる。この観点からすると，現在の調

査票は改善の余地があるといえよう。 

 

(3) 「わからない」が多くなる理由の検討 

「わからない」が多くなる可能性として，３つ

が考えられる。まず，調査票の形式に問題がある

可能性である。調査票は「縦列形式」で重要度・

満足度・改善度を右に向かって横１列の配する形

式であるが，「わからない」の割合は，右２つで高

く，右に行くにつれて増加する。このことから，

回答者は，１番左側の設問（重要度）以外は十分

平成26年度本市意識調査から作成

20%未満 20％台 30％台 40％台 50％台 60％台 70％台

重要度 72 12 0 0 0 0 0 84

満足度 4 9 17 32 18 4 0 84

改善度 0 1 5 22 36 19 1 84

「わからない」と答える人の割合 合計

(設問数)

表５ 「わからない」の割合ごとの設問数の集計 

市の取組

取組内容【例】 重要
やや
重要

あまり
重要で
ない

重要で
ない

わから
ない

満足
やや
満足

やや
不満

不満
わから
ない

良く
なった

変わら
ない

悪く
なった

わから
ない

防犯対策の充実

・犯罪発生情報等の提供，防犯講習会の開催
・地域における防犯パトロールや防犯灯の設置促進，
空き家対策　 など

交通安全対策の充実

・交通安全教育の推進
・カーブミラーなど交通安全施設の整備　など

5

【１】重要度 【２】現在の満足度 【３】改善度

1 2 3 45

1 2 3 4

4 5 1

3 4

1 2 3
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2 3 4

5 12 23 4
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図３ 本市意識調査の調査票 

出典：平成26年度本市意識調査
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に認識できていない可能性がある。この場合，右

２つの設問は機能していないことになる。 

次の可能性は，84施策という細かな単位での設

問に問題がある可能性である。一例をみると，上

下水道に関する設問が，「安全で安心な水道水の供

給」，「下水の適正処理の推進」，「顧客重視経営の

推進」の３つの設問に細分されている。このよう

な細かな単位で施策を問われることが「わからな

い」を多くする可能性が考えられる。 

最後は，施策の満足度・改善度を直接問う質問

形式に問題がある可能性である。「わからない」が

少ない重要度は意思やいわゆる「あるべき論」で

回答できるが，満足度・改善度は施策に触れた経

験や情報を基にして施策を評価する必要があるた

め，経験や情報がない場合には回答は難しい。 

これら３点はあくまで可能性を示した仮説で

ある。この仮説をもとに検証実験を行わなくては，

明確に原因は特定できない点に注意すべきである。 

 

(4) 満足度に替わる設問の事例（下関市） 

施策の満足度・改善度を「縦列形式質問」で問

う形式は，対象者にとって回答しづらい可能性が

ある。ここではそれに替わる質問の形式として，

下関市が実施する市民実感調査を紹介する。 

下関市では，図４のような形式で，施策単位ご

とに市民の「生活実感」を問う調査（全47問）を

行っている。この質問の特徴は，施策の効果は「生

活実感」に現れるとの仮説に基づいて「感じます

か」という形式で「生活実感」を問う点，自記式

調査9に適した質問文である点，選択肢が３段階と

明快である点である。この事例は，本市事例より

も対象者が回答しやすい設問といえるが，調査結

                          
9 調査票を使った調査には，自記式と他記式がある。自記式調査

は対象者が自ら調査票を記入する方式で，他記式調査は調査員が

対象者から聞き取った内容を調査票に記載する方式である。「縦

列形式質問」は他記式調査を前提とするものであり，図４のよう

な形式は自記式調査に適した形式といえる。 

果をみると「どちらとも言えない」に回答が集中

する設問も多くみられた。よって，施策を単位と

した設問では，下関市の事例のように質問形式や

自記式調査に対応する改変のみでは，「わからない」

の減少は期待できないと考えられることから、そ

の他の改変策と組み合わせる必要があろう。 

 

(5) 「本市意識調査」の改善提案 

ここでは前述の検討や事例をふまえて，市民が

回答しやすい調査票設計にするための改善案とし

て以下の３点を提示したい。 

①重要度・満足度・改善度を右に向かって横１

列に配する質問形式を廃止する。「縦列形式質

問」を採用する場合は，質問は１つとする。

できれば，「縦列形式質問」でなく図４のよう

な１問ずつ質問する形式が望ましい。 

②施策の満足度・改善度を直接聞く設問から，

市民の実感を聞く設問へ変更する。 

③84 施策という設問の原単位を，まとめて，少

なくする検討を行う。 

このうち①は，自記式調査への対応という観点

からも改善すべきである。②・③は，本市でも平

成22～24年度に採用した経過がある。その内容は，

施策をまとめた基本施策単位で実感を問うもので

あり，その結果を見ると「わからない」の割合は

低く，市民が回答しやすいことは明らかである。

ただし，②・③を採用する場合には，その結果を

活用している行政評価制度の見直しが必要となる

ため，調査票の見直しは時期を含めて慎重に検討，

準備をする必要がある。 

 

出展：下関市市民実感調査

図４ 下関市市民実感調査の設問（Ｂタイプの一部抜粋）
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(6) 調査の限界の見極め 

現在の本市意識調査は，行政評価に活用するこ

とを前提に，総合計画の政策体系に基づいて，市

民の意見を把握することが目的となっている。こ

の目的は重要なものであるが，調査票調査で上記

目的がどの程度まで達成できるのか，調査手法と

しての限界点を慎重に見極める必要がある。 

施策や事業などの細かな単位で市民意見を把

握したい場合には，分野ごとの調査票調査のほか，

本市が実施するまちづくり懇談会やヒアリング調

査のような質的調査など，特徴の異なる複数の調

査を組み合わせなくてはならないであろう。 

 

７ 調査結果の２次利用と環境整備 
 

(1) 調査結果の２次利用の必要性と課題 

社会調査というと，その主眼はオリジナリティ

のある「１次」データの取得に置かれがちである。 

しかし，最近では広く１次データの蓄積と提供

が進んでいる。こうした背景には，より質の高い

調査結果の公開と活用の一方，社会調査の粗製濫

造を防止する意図がある。 

 この動きは「自ら」による１次データの取得ば

かりではなく，「他者」が取得した１次データの「２

次」利用の必要性を提起している。自治体におい

ても各部門が実施した調査の結果を共有・利用す

ることができれば労力，時間，費用等，調査資源

の省力化とともに，対象者の負担軽減につながる。 

 だが，調査結果の２次利用には大きく２つの課

題がある。第１は２次利用のための技術，言い換

えれば社会調査教育の課題である。わが国の社会

調査教育は「収集過程重視型教育」（稲葉 2000）

といわれ，手順の習得に重点がある。対して２次

利用では他者の調査結果を別の視点で検討する，

データ分析に技術の重点がある。そのための教育

を含めて，データ分析への習熟が必要である。 

第２はデータ・アーカイブの整備である。２次

利用は質の高いデータ・アーカイブにより成り立

つ。その構成要素は大きくデータの獲得，処理，

保管，カタログ作成，検索，提供からなる。この

データ・アーカイブを「集中型」，「分散型」のい

ずれで整備するのか，データを「公共財」，「利潤

を生みだす資本」のいずれとしてみるのか，わが

国ではまだ環境整備の途上にある（真鍋 2012）。 

 

(2) 調査結果の２次利用の現状と環境整備 

自治体における調査結果の２次利用，特に第２

の課題である環境整備は急務である。しかし，市

町村の現状には国や都道府県に比して遅れがみら

れる。表６は中核市の「市政全般を取り扱う市民

意識調査・世論調査」調査データの庁内管理・共

有，ホームページ掲載状況に関する回答結果であ

る。いわゆる市民意識調査は特定の部署に限らず，

全庁的な２次利用に資する幅広い内容を扱うこと

が多いが，そのデータの「庁内ラン共有」は37

市中16市と半数以下（43％）であり，「課内共有」

の方が20市（54％）と多い。結果の「ホームペー

ジ掲載」は33市（89％）に及ぶが，実際に閲覧す

ると大半は回答データそのものではなく，調査結

果報告書が掲載されているのみである。 

 つまり，２次利用に資する状態とはなっていな

い。このように調査結果の２次利用をめぐる現状

をみると，中核市レベルでは環境整備が進んでい

るとはいい難い。前節でみた２つの課題に即して，

本市においてもデータ・アーカイブの環境整備に

向けた庁内体制の構築が必要であろう。 

中核市調査から作成

表６ 37 中核市の調査データの庁内管理・共有，ホーム

ページ掲載状況 
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に認識できていない可能性がある。この場合，右

２つの設問は機能していないことになる。 

次の可能性は，84施策という細かな単位での設

問に問題がある可能性である。一例をみると，上

下水道に関する設問が，「安全で安心な水道水の供

給」，「下水の適正処理の推進」，「顧客重視経営の

推進」の３つの設問に細分されている。このよう

な細かな単位で施策を問われることが「わからな

い」を多くする可能性が考えられる。 

最後は，施策の満足度・改善度を直接問う質問

形式に問題がある可能性である。「わからない」が

少ない重要度は意思やいわゆる「あるべき論」で

回答できるが，満足度・改善度は施策に触れた経

験や情報を基にして施策を評価する必要があるた

め，経験や情報がない場合には回答は難しい。 

これら３点はあくまで可能性を示した仮説で

ある。この仮説をもとに検証実験を行わなくては，

明確に原因は特定できない点に注意すべきである。 

 

(4) 満足度に替わる設問の事例（下関市） 

施策の満足度・改善度を「縦列形式質問」で問

う形式は，対象者にとって回答しづらい可能性が

ある。ここではそれに替わる質問の形式として，

下関市が実施する市民実感調査を紹介する。 

下関市では，図４のような形式で，施策単位ご

とに市民の「生活実感」を問う調査（全47問）を

行っている。この質問の特徴は，施策の効果は「生

活実感」に現れるとの仮説に基づいて「感じます

か」という形式で「生活実感」を問う点，自記式

調査9に適した質問文である点，選択肢が３段階と

明快である点である。この事例は，本市事例より

も対象者が回答しやすい設問といえるが，調査結

                          
9 調査票を使った調査には，自記式と他記式がある。自記式調査

は対象者が自ら調査票を記入する方式で，他記式調査は調査員が

対象者から聞き取った内容を調査票に記載する方式である。「縦

列形式質問」は他記式調査を前提とするものであり，図４のよう

な形式は自記式調査に適した形式といえる。 

果をみると「どちらとも言えない」に回答が集中

する設問も多くみられた。よって，施策を単位と

した設問では，下関市の事例のように質問形式や

自記式調査に対応する改変のみでは，「わからない」

の減少は期待できないと考えられることから、そ

の他の改変策と組み合わせる必要があろう。 

 

(5) 「本市意識調査」の改善提案 

ここでは前述の検討や事例をふまえて，市民が

回答しやすい調査票設計にするための改善案とし

て以下の３点を提示したい。 

①重要度・満足度・改善度を右に向かって横１

列に配する質問形式を廃止する。「縦列形式質

問」を採用する場合は，質問は１つとする。

できれば，「縦列形式質問」でなく図４のよう

な１問ずつ質問する形式が望ましい。 

②施策の満足度・改善度を直接聞く設問から，

市民の実感を聞く設問へ変更する。 

③84 施策という設問の原単位を，まとめて，少

なくする検討を行う。 

このうち①は，自記式調査への対応という観点

からも改善すべきである。②・③は，本市でも平

成22～24年度に採用した経過がある。その内容は，

施策をまとめた基本施策単位で実感を問うもので

あり，その結果を見ると「わからない」の割合は

低く，市民が回答しやすいことは明らかである。

ただし，②・③を採用する場合には，その結果を

活用している行政評価制度の見直しが必要となる

ため，調査票の見直しは時期を含めて慎重に検討，

準備をする必要がある。 

 

出展：下関市市民実感調査

図４ 下関市市民実感調査の設問（Ｂタイプの一部抜粋）
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(6) 調査の限界の見極め 

現在の本市意識調査は，行政評価に活用するこ

とを前提に，総合計画の政策体系に基づいて，市

民の意見を把握することが目的となっている。こ

の目的は重要なものであるが，調査票調査で上記

目的がどの程度まで達成できるのか，調査手法と

しての限界点を慎重に見極める必要がある。 

施策や事業などの細かな単位で市民意見を把

握したい場合には，分野ごとの調査票調査のほか，

本市が実施するまちづくり懇談会やヒアリング調

査のような質的調査など，特徴の異なる複数の調

査を組み合わせなくてはならないであろう。 

 

７ 調査結果の２次利用と環境整備 
 

(1) 調査結果の２次利用の必要性と課題 

社会調査というと，その主眼はオリジナリティ

のある「１次」データの取得に置かれがちである。 

しかし，最近では広く１次データの蓄積と提供

が進んでいる。こうした背景には，より質の高い

調査結果の公開と活用の一方，社会調査の粗製濫

造を防止する意図がある。 

 この動きは「自ら」による１次データの取得ば

かりではなく，「他者」が取得した１次データの「２

次」利用の必要性を提起している。自治体におい

ても各部門が実施した調査の結果を共有・利用す

ることができれば労力，時間，費用等，調査資源

の省力化とともに，対象者の負担軽減につながる。 

 だが，調査結果の２次利用には大きく２つの課

題がある。第１は２次利用のための技術，言い換

えれば社会調査教育の課題である。わが国の社会

調査教育は「収集過程重視型教育」（稲葉 2000）

といわれ，手順の習得に重点がある。対して２次

利用では他者の調査結果を別の視点で検討する，

データ分析に技術の重点がある。そのための教育

を含めて，データ分析への習熟が必要である。 

第２はデータ・アーカイブの整備である。２次

利用は質の高いデータ・アーカイブにより成り立

つ。その構成要素は大きくデータの獲得，処理，

保管，カタログ作成，検索，提供からなる。この

データ・アーカイブを「集中型」，「分散型」のい

ずれで整備するのか，データを「公共財」，「利潤

を生みだす資本」のいずれとしてみるのか，わが

国ではまだ環境整備の途上にある（真鍋 2012）。 

 

(2) 調査結果の２次利用の現状と環境整備 

自治体における調査結果の２次利用，特に第２

の課題である環境整備は急務である。しかし，市

町村の現状には国や都道府県に比して遅れがみら

れる。表６は中核市の「市政全般を取り扱う市民

意識調査・世論調査」調査データの庁内管理・共

有，ホームページ掲載状況に関する回答結果であ

る。いわゆる市民意識調査は特定の部署に限らず，

全庁的な２次利用に資する幅広い内容を扱うこと

が多いが，そのデータの「庁内ラン共有」は37

市中16市と半数以下（43％）であり，「課内共有」

の方が20市（54％）と多い。結果の「ホームペー

ジ掲載」は33市（89％）に及ぶが，実際に閲覧す

ると大半は回答データそのものではなく，調査結

果報告書が掲載されているのみである。 

 つまり，２次利用に資する状態とはなっていな

い。このように調査結果の２次利用をめぐる現状

をみると，中核市レベルでは環境整備が進んでい

るとはいい難い。前節でみた２つの課題に即して，

本市においてもデータ・アーカイブの環境整備に

向けた庁内体制の構築が必要であろう。 

中核市調査から作成

表６ 37 中核市の調査データの庁内管理・共有，ホーム

ページ掲載状況 
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歴史的建造物の保存・活用とその方策に関する調査研究 

 

 

 

 

 

 

１ はじめに 

 

本市には現在も多くの歴史的建造物が残され

ているものの，近年では老朽化等による取り壊し

が進み，活用されていない建物も増えている。特

に本市の歴史的建造物の多くには，本市大谷町を

中心に産出される大谷石が用いられており，これ

らが用いられた建物は市内全域に点在している。 

本研究では本市の歴史的建造物の中で，今後取

り壊される可能性が高く，建築後50年を経過した

民間所有の大谷石建造物，特にこの中で最も棟数

が多い石蔵を取り上げ，今後の保存と活用のあり

方に関する政策提言を行うものである。 

なお，市内各地に分布する凝灰岩から採石した

石材は，「徳次郎石」など，採石地の地名を石材名

に付けて呼ばれているが，本研究ではこれらをま

とめて，「大谷石」という。 

 

２ 歴史的建造物の保存の取組と課題 

 

(1) 歴史的建造物に関する動向 

近年，歴史・文化を活かしたまちづくりは，国

の主導で大きな展開が図られてきた。表１のとお

り都市計画法や文化財保護法の改正が行われ，地

方自治体が地域の中にあるさまざまな文化財とそ

の周辺環境を総合的に保存・活用を進める「歴史

文化基本構想」の策定が提言された。  

このように国では，従来の「開発型のまちづく

り」から「地域の歴史的資源を活用したまちづく

り」への政策転換を図っており，地域の創意工夫

によって，歴史資源の活用が進められることにな

った。 

これまでの歴史的資源を活用したまちづくり

は，京都や鎌倉のように国宝などの高い評価を受

けた文化財が多く所在し，かつ古都保存法1に指定

されている自治体を中心に取り組まれてきた。 

今後は地域の風土とともに育まれた，その地域

ならではの個性ある歴史的建造物の価値を再評価

して，活用するまちづくりへの関心がより高まる

であろう。 

表１ 歴史・文化を活かしたまちづくりの動向 

  
筆者作成 

 

(2) 本市の歴史的建造物の特徴 

 本市には，現在も往時の姿を留めている歴史的

建造物が数多く残されている。その中でも本市の

特徴的な建物として，農村地域では，国指定重要

文化財の岡本家住宅に代表されるような，入母屋

造りの主屋を中心に，蔵や納屋などが配置されて

いる農家住宅があげられる。中でも経済的に恵ま

れた家は長屋門を構え，191 棟が現存している。

また，市街地では昭和初期に各地で流行した和風

建築に小規模な洋館を付した和洋折衷の洋館付住

宅が建てられたが，多くの建物が姿を消していく

中で，本市には現在も約60棟が存在している。 

これらの建物は，本市の貴重な地域資源である。 

 

(3) 本市の取組 

 本市の歴史的建造物の保護の取組は，教育委員

会文化課が担っており，昭和52年度に「建造物（古

                          
1 「古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法」の略称。

「歴史的風土」を適切に保存するために指定され，現在，10市

町村が同法に基づき「古都」に指定されている。 

年度 事　項 内　容

12 都市計画法の改正 都市計画の地方分権を本格化

15 景観法の制定 景観づくりを地方に委任

16 文化財保護法の改正 文化的景観の導入

19 歴史文化基本構想の提言
文化審議会文化財分科会
企画調査会報告書

20 歴史まちづくり法の制定 文化財総合的把握モデル事業の開始

24
歴史文化基本構想策定技術
指針の策定

文化庁による策定

〈２〉歴史的建造物の保存・活用と 
その方策に関する調査研究

   －大谷石建造物を事例に－
市政研究センター 係長 井上 俊邦 
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